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フットサル指導者資格登録/更新の件 

 

１． フットサル指導者資格 取得方法 

これまでフットサル指導者資格取得のためには、サッカー指導者資格 C級以上の保有が条件

となっていたが、2014年度からは、無資格の状態からフットサル C級を取得できる「独立コー

ス」を開設している。カリキュラムの内容は、サッカーC級の講義・実技を全て網羅している

ため、このコースに合格した場合には、サッカーC級とフットサルC級の二つの指導者資格を

付与されることになる。よって受講者は、どちらか、あるいはどちらも保有するかを選択する

ことになる。 

 

 

 

２． 資格有効期間及び登録料 

① 講習会に合格後、最初に到来する奇数月 1日より資格がスタートする（サッカーと同様） 

② リフレッシュポイントの獲得期間は C級/B級ともに4年間で40ポイントとする 

③ 登録料はC級/B級ともに年間5,000円とし、クレジットカード、コンビニ等での払込み

とする。（銀行口座からの引落による支払い方法は実施しない） 

 

３． 資格維持の条件（リフレッシュポイント） 

① サッカー、フットサル、どちらも 4年間で40ポイントを取得することが資格を維持す

る条件となり、両方の資格を維持する場合は、それぞれ 40ポイントずつ獲得する必要

がある。ポイント取得方法には、研修会やe-learningを受講するものと、チーム指導

に基づいて付与されるものがある。 

② フットサルの内容に特化したリフレッシュ研修会が充実するまでの当面の間の措置と

して、フットサルの指導者は、サッカーと共通のリフレッシュ研修会を受講することで

ポイントを獲得できることとする。 

③ チーム指導ポイントに関しては、2種/3種/4種のサッカーチームは、フットサルチーム
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登録をしていなくてもサッカーチームフットサル登録制度（みなし登録）に基づき、フ

ットサル登録チーム扱いとなるため、これらのチームに所属する指導者についても、チ

ーム指導ポイント付与の対象とする。ただし、付与できるポイントは 4年間で1回、20

ポイントを上限とし、本人ではなく、チーム管理者がチームの責任として行う（サッカ

ーも2015年度より同様の運用となる） 

 

 

 

４． 既にフットサル指導者資格を保有している指導者への移行期特別措置 

① リフレッシュポイント獲得期間 

これまでは付加ライセンスとしてリフレッシュポイント獲得義務が発生しなかったた

め、既取得者への移行特別措置として、2015年 3月までフットサルライセンスを取得/

維持した指導者については、2015年 5月1日から一斉に資格有効期間が開始するように

する。  

② 初年度登録料の支払い 

 2015年 5月以降のフットサル指導者資格を希望する 2015年10月末までに自らの意志

で支払いを行えば更新できるものとする。 

 

５． 告知方法 

既取得者及び、2014年にフットサル指導者養成講習会を受講する指導者に対しては、講習

会・研修会開催中の伝達、JFAのHPでの告知、指導者向けメールマガジン、テクニカルニュ

ース、JFAnews、会議体その他活用できる場において、可能な限り周知を行う。 


